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資料１ 



福岡県森林環境税条例 

 
平成１８年１２月２７日 福岡県条例第６２号 

改正 平成２４年 ３月２８日 福岡県条例第 ７号 

改正 平成２４年１２月２８日 福岡県条例第７２号 

改正 平成２９年１０月 ６日 福岡県条例第２７号 
 
（課税の目的） 

第１条 県は、県民が享受している水源のかん養、土砂災害等防止、地球温暖化の防止等森林の有する公益

的機能の重要性にかんがみ、荒廃した森林の再生等を図る施策に要する費用に充てるため、福岡県税条例

（昭和２５年福岡県条例第３６号。以下「県税条例」という。）に定める県民税の均等割の税率に関し、

その特例として森林環境税を課する。 
 
（定義） 

第２条 この条例において「森林環境税」とは、次条及び第４条第１項の規定による加算額をいう。 
 
（個人の県民税の均等割の税率の特例） 

第３条 個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第２０条の６の規定にかかわらず、同条に定める額に５

００円を加算した額とする。 
 
（法人等の県民税の均等割の税率の特例） 

第４条 法人等の県民税の均等割の税率は、県税条例第２０条の１２の規定にかかわらず、同条の表の上欄

に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に、当該額に１００分の５を乗じて得た額

を加算した額とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における県税条例第２０条の１２第２項の規定の適用については、同項中

「前項」とあるのは、「福岡県森林環境税条例（平成１８年福岡県条例第６２号）第４条第１項」とする。 
 
（基金への積立て） 

第５条 知事は、森林環境税に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、福

岡県森林環境税基金（福岡県森林環境税基金条例（平成１８年福岡県条例第６４号）に基づく福岡県森林

環境税基金をいう。）に積み立てるものとする。 

 

   附 則 
 
（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定める日（以下「施行日」と

いう。）から施行する。 
 
（個人の森林環境税に関する経過措置） 

２ 第３条の規定は、施行日の属する年度以後の年度分の個人の県民税の均等割の税率について適用し、施

行日の属する年度前の年度分の個人の県民税の均等割の税率については、なお従前の例による。 
 
（法人等の森林環境税に関する経過措置） 

３ 第４条の規定は、施行日以後に開始する事業年度若しくは連結事業年度又は地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第５２条第２項第３号若しくは第４号の期間に係る法人等の県民税の均等割の税率について

適用し、施行日前に開始した事業年度若しくは連結事業年度又は地方税法第５２条第２項第３号若しくは

第４号の期間に係る法人等の県民税の均等割の税率については、なお従前の例による。 
 
（検討） 

４ 知事は、この条例の施行後１５年を目途として、この条例の施行の状況、社会経済情勢の推移等を勘案

し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずるものとする。 
 
（特例） 

５ 平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の県民税の均等割に限り、第３条の規定の適用に

ついては、同条中「第２０条の６」とあるのは「付則第６条の２第４項」と、「同条に定める額」とある

のは「同項の規定により読み替えて適用される県税条例第２０条の６に定める額」とする。 
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○福岡県森林環境税基金条例 

平成十八年十二月二十七日 

福岡県条例第六十四号 

福岡県森林環境税基金条例をここに公布する。 

福岡県森林環境税基金条例 

 

(設置) 

第一条 森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、荒廃した森林の再生等を図る施策

に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条

第一項の規定に基づき、福岡県森林環境税基金(以下「基金」という。)を設置する。 

 

(積立て) 

第二条 基金として積み立てる額は、福岡県森林環境税条例(平成十八年福岡県条例第六十

二号)第五条の規定により基金に積み立てる額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。 

 

(管理) 

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他 も確実かつ有利な方法により保

管しなければならない。 

2 基金に属する現金は、必要に応じ、 も確実かつ有利な有価証券に代えることができ

る。 

 

(運用益金の処理) 

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入す

るものとする。 

 

(繰替運用) 

第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率

を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 

(処分) 

第六条 知事は、第一条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することがで

きる。 

 

(委任) 

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

附 則 

この条例は、福岡県森林環境税条例の施行の日から施行する。 

(施行の日＝平成二〇年四月一日) 
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福岡県森林環境税検討委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 福岡県森林環境税条例（平成１８年福岡県条例第６２号。以下「条例」という。）附則第４項

に規定する森林環境税について具体的な検討を行うとともに、森林環境税による事業の内容を県民

に明らかにし、その透明性を確保するため、福岡県森林環境税検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）福岡県森林環境税の在り方についての検討 

（２）福岡県森林環境税及び国の森林環境譲与税（仮称）による事業についての提言 

（３）福岡県森林環境税及び国の森林環境譲与税（仮称）による事業実績の評価 

（４）森林づくり活動公募事業の企画書の審査・推薦 

（５）その他目的達成のために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１２名以内で組織する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、農林水産部長の要請により委員長が招集する。ただし、委員の改選以降 初に開か

れる会議は、農林水産部長が招集する。 

２ 委員会の議長は、委員長が当たる。 

３ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聞くことができる。 

（事務局） 

第７条 委員会の事務局は、農林水産部林業振興課に置く。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

定める。 

   附則 

 この要綱は、平成２８年１０月６日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成２９年４月１９日から施行する。 

   附則 

 この要綱は、平成３０年４月１３日から施行する。 
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福岡県森林環境税検討委員会の公開に関する要領 

 

第１ 趣旨 

この要領は、福岡県森林環境税検討委員会設置要綱（平成２８年１０月６日施行。以

下「設置要綱」という。）に基づき、福岡県森林環境税検討委員会（以下「委員会」と

いう。）の会議の公開に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 会議の公開 

 委員会の会議は、原則として非公開とする。 

 

第３ 報道機関の取材 

  報道機関の取材は、冒頭の委員長挨拶までとする。なお、取材中は第５の規定に従

うものとする。 

 

第４ 取材手続 

１ 報道機関の取材申込みは、会議開始３０分前から会場において受付し、会議開始予

定時刻まで行うこととする。なお、中途入場は認めないものとする。 

 ２ 会議を取材しようとする者（以下「取材者」という。）は、受付で必要事項を記帳

し、係員の指示に従い席に着くものとする。 

 

第５ 取材者の遵守事項 

  取材者は、次の事項を守らなければならない。 

 （１）委員長の指示に従うこと 

 （２）会議開催中は静粛に傍聴するものとし、会場内での発言、拍手その他の方法に

よる公然たる賛否の表明、その他委員会の会議を妨げる行為をしないこと。 

 （３）会場内での飲食、喫煙、携帯電話の使用等、会議の秩序を乱す行為をしないこと。 

 

第６ 退場措置 

  取材者が第５の規定に違反した場合は、委員長は退場を命ずることができる。 

 

第７ 取材要領 

  公正かつ円滑な会議の運営を確保するため、委員長は、別途作成した取材要領を取材

者に配付することとする。 

 

第８ 委員会開催の周知 

  「福岡県森林環境税検討委員会開催のお知らせ」を作成し、県民情報センター及び地

区県民情報コーナーに配架することとする。また、県のホームページにて公開すること

とする。なお、報道機関にも開催に関する情報を提供することとする。 
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第９ 議事録等の公開 

 会議の資料及び議事録の概要は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで一般

の閲覧に供することとする。また、県のホームページにおいて公開する。 

 

第 10 委員長の措置 

 この要領に定めるもののほか、委員長は、委員会の円滑な審議を確保するため、随時

必要な措置をとることができる。 

 

附則 この要領は、平成２８年１０月６日から施行する。 

附則 この要領は、平成３０年５月２３日から施行する。 
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